
別添２自転車指導啓発重点地区（粕屋警察署）

地図調製 (株)昭文社

重点地区

令和８年４月

この地区でよく見られる自転車利用者の違反形態

➢ 指定場所一時不停止

➢ 右側通行

➢ イヤホン使用等

★自転車を運転する人は次の点に気を付け

ましょう！★

１ 歩道は、歩行者優先！

２ ながら運転は危険！

３ ｢止まれ｣では確実に一時停止を！

【重点地区】 粕屋西校区

➢ 選定理由

・ 東区に隣接し、通勤・通学、買い物等での自転車利用者が

多く、並進や歩道通行する自転車も多い。

・ 令和２年に自転車の死亡事故が発生

・ 自転車関連事故が多発傾向（R3～R7 合計：116件）

警察では、自転車運転者の信号無視

等に対し、指導警告を行うとともに、

悪質・危険な交通違反に対しては

検挙措置を講ずるなど、厳正に対処

しています。、

重点地区

自転車関連事故 887 116

粕屋警察署管内
区分

自転車関連事故発生状況（R3～R7合計）


